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マイナンバーカードが

健康保険証として
利用できるようになります！

マイナンバーカードが

健康保険証として
利用できるようになります！

医療機関や薬局の受付で
マイナンバーカードを
顔認証付きカードリーダーに
かざすだけ！
カードの顔写真を機器で確認します。
※顔写真は機器に保存されません。

利用申込受付開始！利用申込受付開始！

2021 年 3 月（予定）から利用開始
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、
　今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表予定です。

2021 年 3 月（予定）から利用開始
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●ブラウザで「マイナポータル」と検索し、
　マイナポータルへアクセスする。

●「健康保険証利用の申込」の
　「利用を申し込む」をクリックする。

STEP1

申込完了

STEP2

STEP3

STEP4

※「マイナポータルAP」は閉じてください。

●利用規約等を確認して、同意する。
※併せて、マイナポータルの利用者登録が行えます。

●マイナンバーカードを読み取る。
数字４桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードを
スマホにぴったりと当てて、読み取り開始ボタンを
押します。

マイナンバーＰＲキャラクター
マイナちゃん

まずは必要なものをチェック！
❶申込者本人のマイナンバーカード
　＋あらかじめ市区町村窓口で設定した暗証番号（数字４桁）
❷マイナンバーカード読取対応のスマホ（又はPC＋ICカードリーダー）
❸「マイナポータルAP」のインストール

今すぐ申込可能利用申込はカンタン！
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スマホからの
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ピッと
かざすだけ！

ここをクリック！ここをクリック！



マイナンバーカードの健康保険証利用
顔認証付きカードリーダーで

同意すると、どうなるの？

※同意画面はイメージです。 マイナンバーカード 保険証 検索

限度額適用認定証の準備が不要になります！

限度額適用認定証って？
窓口での支払が高額になる場合に、
自己負担額を所得に応じた限度額にする
ために医療機関に提出する証類です。

限度額情報を提供しますか。

提供する 提供しない

特定健診情報って？
４０歳から７４歳までの方を対象に、メ
タボリックシンドロームに着目して行わ
れる健診結果の情報です。
※75歳以上の方については後期高齢者健診情報を医師
等が閲覧できるようになります。

（40歳以上対象）
過去の健診情報を当機関に

提供することに同意しますか。

同意する 同意しない

この情報はあなたの診察や
健康管理のために使用します。

診療/薬剤情報って？
医療機関を受診した際の診療情報※1およ
び薬局等で受け取ったお薬の情報※2です。
※1 医療機関名、受診歴、診療年月日、診療行為名（放
射線治療、画像診断、病理診断、医学管理等、在宅医療
のうち在宅療養指導管理料、処置のうち人工腎臓、持続
緩徐式血液濾過、腹膜灌流）などが対象です。
※2 注射・点滴等も含む薬剤情報です。

過去の診療・お薬情報を当機関に
提供することに同意しますか。

同意する 同意しない

この情報はあなたの診察や
健康管理のために使用します。

初めての医療機関や薬局でも、今までに使った薬の情報や
患者の過去の受診歴・診療情報を踏まえた健康状況が医師等と共有でき、

健康管理や医療の質の向上につながります！

医師等※が特定健診情報・薬剤情報等を閲覧できます！
※医師・歯科医師・薬剤師等の有資格者



受けられるようになりました！

マイナンバーカードの健康保険証利用で

患者様の同意のもと医師が閲覧できる情報

特定健診情報
４０歳から７４歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目
して行われる健診結果の情報です。
※75歳以上の方の健診情報は、後期高齢者健診情報です。

診療/薬剤情報
医療機関を受診した際の診療情報※2および薬局等で受け取ったお薬の情
報※3です。
※2 医療機関名、受診歴、診療年月日、診療行為名（放射線治療、画像診断、病理診断、医学
管理等、在宅医療のうち在宅療養指導管理料、処置のうち人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、
腹膜灌流）などが対象です。
※3 注射・点滴等も含む薬剤情報です

メタボ健診とも
呼ばれているよ。

顔認証付きカードリーダーで同意をすると、
初めての医療機関でも、今までに使った正確な薬の情報や

ご自身の過去の受診歴・診療情報を踏まえた健康状況が医師と共有でき※１、
より多くの情報に基づいた、診療を受けることが可能となります。

過去のデータに基づく診療・薬の処方が

※1 同意に基づいて、医療機関からオンライン資格
確認実施機関に特定健診情報等を照会し、医療機関
へ提供されます。

※4 同意画面はイメージです。

（40歳以上対象）
過去の健診情報を当機関に提供する

ことに同意しますか。

同意する 同意しない

過去の診療・お薬情報を当機関に
提供することに同意しますか。

同意する 同意しない

同意画面のイメージ ※4

▼特定健診情報 ▼診療/薬剤情報

マイナンバーカード 保険証 検索

この情報はあなたの診察や
健康管理のために使用します。

この情報はあなたの診察や
健康管理のために使用します。



患者本人が医療機関での情報提供に同意すると、以下の情報が共有されます。

※1 自己負担限度額を算出する際に適用する区分であり、被保険者等の標準報酬や前年度所得の水準に応じて設
定されるものです。特定疾病療養受療証の特定疾病区分についても、本人の同意があれば医療機関・薬局で
閲覧可能です。

※2 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象者であれば医療機関に共有されます。

何が変わるの？どんなメリットがあるの？

限度額適用認定証の準備が不要になりました！

 保険者番号
 被保険者証記号・番号
 枝番
 限度額適用認定証区分
 適用区分※1

 交付年月日
 回収年月日
 長期入院該当年月日※2

窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にする
ために医療機関に提出する証類です。

これからは

これまでは

医療機関・薬局の窓口での支払いを
自己負担限度額までにとどめるためには、
事前に申請し「限度額適用認定証」の

準備が必要でした。

「限度額適用認定証」がなくても、
限度額を超える支払いが免除されます。

※ご加入されている医療保険がデータを登録していない場合には、
これまでと同じ扱いとなります。

マイナンバーカードの健康保険証利用

限度額適用認定証とは？

医療機関・薬局に提供される情報は？


